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学校いじめ防止基本方針 
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館林市立第三小学校いじめ防止基本方針（改訂案） 

 

１　 いじめ防止に関する考え方 

⑴基本的な考え方 

　いじめとは、「児童等に対して、一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的又は物理的な

影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象

となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。（いじめ防止対策推進法第 2 条） 

　いじめの判断にあたっては、表面的・形式的に行うことなく、被害児童の立場に立って行う。

いじめは重大な人権侵害であり、生命や心身に深刻な影響を及ぼす可能性があるものであると

の認識に立ち、全教職員が組織的に対応する。 

　 

⑵いじめの定義 

　「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該 

生徒等と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インタ

ーネットを通じて行われたものも含む)であって、該当行為の対象となった生徒等が心身の苦痛

を感じているものをいう。 

具体的な態様は、以下のものがある。 

　■冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる。 

　■仲間はずれ、集団による無視をされる。 

　■軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

　■ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

　■金品をたかられる。 

　■金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

　■嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

　■パソコンや携帯電話で、誹謗中傷やいやなことをされる。等 

 

⑶いじめ防止等に関する基本方針 

  本校は、「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得る」ことを前提に、未然防止・早

期発見・早期対応を徹底し、「学ぶことの楽しさと、できる喜びが味わえる学校」の実現を目指

していく。また、いじめの要因となる生徒のストレスを取り除くために、わかる授業作り、生

徒の活躍の場の設定、仲間作り、自己有用感や自己肯定感の育成を図っていく。 

 

２　 重点項目と具体的取組 

（１）いじめの未然防止 

　① 児童一人一人が認められ、安心して過ごせる学級・学校づくりを推進する。 

　② 分かる授業づくりを通して自己有用感・自己肯定感を育む。 

　③ 配慮を要する児童に対しては、特性や背景を踏まえた組織的支援を行う。 

　④ 道徳教育や特別活動を通して、いじめを自分事として考え、議論する機会を設ける。 

　⑤ 「いじめは決して許されない」ことを教育活動全体で繰り返し指導する。 

　⑥ 教職員の言動がいじめを助長・黙認することのないよう研修を行う。 

　⑦ 教育相談体制を充実させ、養護教諭・SC・生徒指導主任等と連携する。 

　⑧ 縦割り活動や児童会活動を通して、思いやりと主体的行動を育てる。 

　⑨ SNS やオンラインゲーム等を含む情報モラル教育を推進する。 

 

（２）いじめの早期発見・早期対応 

＜早期発見＞ 

　① 定期的なアンケート調査の実施（月 1 回） 

　② 教職員間での情報共有（学年会・部会等） 



　③ 児童との日常的な関わりの充実 

　④ 保護者との連携（連絡帳・面談・電話等） 

　⑤ 地域との連携（コミュニティ・スクール） 

　※いじめの「疑い」がある段階でも組織で情報共有し対応する。 

 

＜早期対応・解消＞ 

　① いじめを認知した場合は、担任が抱え込まず、速やかにいじめ防止対策委員会で対応を協

　　議する。 

　② 被害児童の安全確保を最優先とする。 

　③ 客観的事実の記録を徹底する。 

　④ 加害児童には毅然とした指導を行い、再発防止と成長支援の視点で支援する。 

　⑤ 傍観者への指導を通して集団全体の意識を高める。 

　⑥ 解消の判断は、行為が止んでいる状態が少なくとも３か月継続し、被害児童が心身の苦痛

　　を感じていないと認められた場合とする。 

　⑦  解消後も継続的に見守りを行う。

 

（３）重大事態への対応 

　いじめ防止対策推進法第 28 条に規定する重大事態が発生した場合は、速やかに市教育委員会

へ報告し、指示のもと適切に対応する。必要に応じて第三者による調査を実施し、事実関係を

明らかにする。 

 

３　 校内組織体制 

　① 生徒指導・教育相談部会（月 1 回開催） 

　② いじめ防止対策委員会 

　③ 必要に応じてスクールカウンセラー・関係機関が参加 

 

 

構　 成　 員 

 

　　　　　　　　　　 

　 

　　　　　　 

　 

　　　　　  

①いじめ防止対策の立案 　　②個別のケース検討 

③記録の集積・情報収集 

④学校生活に関するアンケートの実施 

⑤アンケートの検討　 ⑥相談計画の立案 

⑦指導や支援の検討 ⑧保護者との連携
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４　 いじめ解決に向けた組織的対応の展開　 

　　　　　　　　　 

 

　　　　・最初に認知した教職員が一人で抱え込まない。 

　　　　・いじめの報告を受けても、指導力が否定されたと思わずに対応する。 

　　　　・独断で判断して、解決を焦らない。 

 

 

　　　　・情報の整理を行う。 

　　　　・対応方針を決定する。 

　　　　・役割分担を決め、組織で対応する。 

　　　　・時系列に沿って、経過の記録を残す。 

 

 

　　　　・いじめの状況、いじめのきっかけ等を、じっくり聞く。 

　　　　・聴取は、被害者、周囲にいる者、加害者の順に行う。 

　　　　・複数の教員で対応する。 

 

 

　　　　【被害者へ】 

　　　　・いかなる理由があっても、徹底していじめられている児童の味方になる。 

　　　　・担任を中心に、児童が話しやすい教員が対応する。 

　　　　・いじめている児童との今後のつきあい方などを具体的に指導する。 

 

 

　　　【加害者へ】 

　　　　・対応する教員は、中立の立場で事実確認を行う。 

　　　　・いじめを行った背景を理解しつつ、行った行為に対しては毅然と指導する。 

　　　　・自分が加害者であることの自覚を持たせ、責任転嫁をさせない。 

 

　　　　【傍観者へ】 

　　　　・いじめは、学級や学年など集団全体の問題として対応していく。 

　　　　・周囲ではやし立てていた者や、傍観していた者も、問題の関係者として事実 

　　　　　を受け止めさせる。 

　　　　・これからどのように行動したらよいか考えさせる。 

 

５いじめ防止に関する年間活動計画 

月 具体的な取組内容 取組上の留意点

 ○いじめ防止等の対策のための組織の設置 ・全ての教職員が学校基本方針

 ○第１回生徒指導部会(第１回いじめ対策委員会) を、共通理解する。 

４ ○生活アンケート調査  ・保護者、地域へのたより・HP 
月 ○いじめ防止に関する年間計画の共通理解  等で周知を図る。

○学校間、学年間の情報交換、指導引き継ぎ 　 

○学級開き・人間関係づくり・学級のルールづくり　 

○保護者への相談窓口の周知

いじめの情報(きになる情報)のキャッチ

いじめ対策委員会の開催

事実の究明と支援・指導

いじめの被害者、加害者、周囲の児童への指導

早期解決に向けた取組

いじめの有無の結果報告

市

教

育

委

員

会

随時
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 ○第２回生徒指導部会     ○生活アンケート調査 ・縦割り班活動によって、異学年

５ 　(いじめ等の情報収集⇒必要によりいじめ対策委員会) との人間関係づく 

月 ○相談員やスクールカウンセラーとの共有・情報交換。 ・児童会中心にあいさつ活動を呼

〇縦割り班活動開始　 びかけ意識を高める。

〇児童会(ハイタッチ／あいさつ運動／いじめ防止活動)

６ ○第３回生徒指導部会   ○生活アンケート調査 ・児童会による日頃のありがとう

月 　(いじめ等の情報収集⇒必要によりいじめ対策委員会) の気持ちを校内発信する。

○児童会「ありがとうの木」「感謝の校内放送」」

 ○第４回生徒指導部会   ○生活アンケート調査 ・学校評価を行い、教職員の取組

７ 　(いじめ等の情報収集⇒必要によりいじめ対策委員会) の振り返りや、保護者や地域から

月 ○学校評価の実施 の評価の集計を行う。

〇ＳＯＳの出し方授業の実施(スクールカウンセラー)

  ８ 〇校内研修「法にもとづくいじめ対応」 ・外部講師(スクールロイヤー)を

月 招いての研修を行う。

 ○第５回生徒指導部会   ○生活アンケート調査 ・夏休みあけの児童のＳＯＳの受

９ 　(いじめ等の情報収集⇒必要によりいじめ対策委員会) け止め方について全校で研修を行

月 〇「心と体の健康観察」の実施 う。

〇校内研修「ＳＯＳの受け止め方」(スクールカウンセラー)

10 ○第５回生徒指導部会   ○生活アンケート調査 ・人権月間でのみんなの人権やい

月 　(いじめ等の情報収集⇒必要によりいじめ対策委員会) じめ等について授業を通して、生

〇人権月間    〇委員会「ありがとうの空」活動 活を見直し、人権意識を高める。

11 ○第６回生徒指導部会  ○生活アンケート調査 ・児童会による人権意識や仲良く

月 　(いじめ等の情報収集⇒必要によりいじめ対策委員会) 生活するための呼びかけ活動。

〇児童会人権集会

12 ○第７回生徒指導部会  ○生活アンケート調査 ・学校評価の結果を基に、取組全

月   (いじめ等の情報収集⇒必要によりいじめ対策委員会) 体の見直しや今後について検討

〇「心と体の健康観察」の実施  ○学校評価の実施

１ ○第７回生徒指導部会  ○生活アンケート調査 ・ＰＴＡ思春期講座の一環で全校

月   (いじめ等の情報収集⇒必要によりいじめ対策委員会) 児童と保護者での命に関する講演

〇「心と体の健康観察」の実施   〇命の授業講演会 会を実施

  ○第７回生徒指導部会  ○生活アンケート調査 ・いじめ防止子ども会議の内容を

２   (いじめ等の情報収集⇒必要によりいじめ対策委員会) 共有し、来年度の取組に生かせる

月 〇「心と体の健康観察」の実施 ようにす

〇市小中いじめ防止会議代表児童参加

 ○第７回生徒指導部会  ○生活アンケート調査 ・いじめ防止等の対策のための組

３   (いじめ等の情報収集⇒必要によりいじめ対策委員会) 織が中心となり、今年度の取組を

月 ○学校いじめ防止基本方針の見直し 検証をし、来年度て検討する。

〇地域保護者ボランティア「感謝の集会」


